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日
歯
は
、
内
閣
府
男
女
共
同

参
画
局
の
依
頼
を
受
け
て
、
毎

年
、都
道
府
県
歯
を
対
象
に「
女

性
の
政
策
・
方
針
決
定
参
画
状

況
等
に
関
す
る
調
査
」
を
実
施

し
て
い
る
。
調
査
は
、
第
４
次

男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
等
に

基
づ
き
実
施
さ
れ
る
「
政
策
・

方
針
決
定
過
程
へ
の
女
性
の
参

画
状
況
に
関
す
る
調
べ
」
に
合

わ
せ
て
、
日
歯
が
都
道
府
県
歯

に
お
け
る
女
性
歯
科
医
師
の
活

動
活
躍
支
援
や
男
女
共
同
参
画

推
進
の
取
り
組
み
状
況
を
把
握

し
、
今
後
の
支
援
事
業
に
役
立

て
る
こ
と
が
目
的
で
、
平
成
28

年
か
ら
毎
年
行
っ
て
お
り
、
令

和
元
年
度
調
査
結
果
を
掲
載
す

る
。

　

都
道
府
県
歯
に
お
け
る
女
性

役
員
数
は
、
０
名
が
17
、
１
名

は
24
、
２
名
は
４
、
３
名
は
２

で
、
６
割
の
都
道
府
県
歯
で
女

性
役
員
を
登
用
し
、
そ
の
占
め

る
割
合
は
都
道
府
県
歯
に
よ
り

役
員
総
数
が
異
な
る
も
の
の

４
・
０
％
〜
18
・
８
％
で
あ
っ

た
（
図
１
）。

　

女
性
歯
科
医
師
の
活
動
活
躍

支
援
や
男
女
共
同
参
画
推
進
の

取
り
組
み
に
つ
い
て
は
「
取
り

組
ん
で
い
る
」
が
27
、「
取
り
組

む
予
定
」が
５
で（
図
２
）、女

性
歯
科
医
師
関
連
組
織
や
委
員

会
等
の
設
置
の
有
無
は
、「
会
内

に
設
置
」が
17
、「
外
部
に
あ
る
」

は
６
な
ど
と
な
っ
た（
図
３
）。

　

ま
た
、
取
り
組
み
内
容
（
図

４
）や
抱
え
て
い
る
問
題
点（
図

６
）
等
も
調
べ
て
い
る
。

　

取
り
組
み
内
容
で
は
、出
産
・

育
児
で
就
業
が
制
限
さ
れ
た
女

性
会
員
に
１
年
間
会
費
免
除
、

歯
科
医
師
会
の
外
部
に
存
在
す

る
女
性
歯
科
医
会
に
助
成
金
等

の
経
済
的
な
援
助
や
講
演
会
の

会
場
便
宜
な
ど
運
営
的
な
援

助
、
復
職
支
援
研
修
会
の
開
催

等
で
、
好
事
例
と
し
て
「
女
性

歯
科
医
師
の
意
見
を
会
務
執
行

に
反
映
さ
せ
て
い
る
」
な
ど
の

意
見
が
あ
っ
た
（
図
５
）。

　

一
方
、
抱
え
て
い
る
問
題
点

で
、
最
も
多
か
っ
た
の
は
「
女

性
会
員
が
少
な
い
」
が
９
、
次

い
で
「
歯
科
医
師
会
の
事
業
活

動
に
関
心
を
持
つ
女
性
会
員
が

少
な
く
女
性
歯
科
医
師
の
研
修

会
を
開
催
し
て
も
参
加
者
が
集

ま
ら
な
い
」
が
５
だ
っ
た
。
中

に
は
、
会
務
に
積
極
的
な
数
少

な
い
女
性
会
員
に
さ
ま
ざ
ま
な

役
務
が
集
中
し
て
し
ま
い
、
そ

の
こ
と
が
女
性
歯
科
医
師
の
積

極
的
参
画
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
の
意
見
も
あ
っ
た
。

　

今
後
必
要
と
考
え
ら
れ
る
取

り
組
み
に
対
す
る
回
答（
図
７
）

は
、
日
歯
、
都
道
府
県
歯
、
郡

市
区
歯
で
の
入
会
促
進
対
策
や

会
員
の
意
識
の
改
革
な
ど
が
あ

り
、
具
体
的
な
意
見
と
し
て
は

「
男
性
も
女
性
の
社
会
参
画
が

し
や
す
い
環
境
に
つ
い
て
考
え

る
機
会
が
必
要
」
な
ど
が
あ
っ

た
（
図
８
）。

　

令
和
２
年
度
調
査
結
果
は
今

後
、
本
紙
等
に
掲
載
予
定
。

６割で女性役員登用
女性政策参画等調査

図1 都道府県歯科医師会における
　　女性役員は何名か
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図2「女性歯科医師の活動活躍支援」や
　　「男女共同参画の推進」等に
　　 ついて取り組んでいるか
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未定（15）

取り組む
予定（5）

図3 「女性歯科医師の活動支援」や「男女共同参画の推進」に関する組織・委員会等を設置しているか

会内に設置

設置予定
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図4 どんな取り組みをしているのか

女性歯科医師に関する研修会の開催

就労・復職支援、職業紹介事業

会誌・HP等に女性歯科医師関連コーナー設置

出産・育児に対して会費減免

会外の女性歯科医師の会への経済的援助

講習会等での託児支援事業
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図5 好事例紹介

●男女共同参画推進として役員 27 名中 3 名の女性役員が就任するなど、女性歯科
医師の意見を会務執行に反映させている。
●男女共同参画推進委員会内に女性歯科医会小委員会を設け、県内を５ブロック
に分けて講演会、小旅行等、未入会者にも声をかけ毎年様々な活動を行っている。
●男女共同参画委員会が常置委員会になった。委員の半分は男性で構成、委員長、
副委員長に男性が入り、県内地区歯科医師会担当者も半分は男性会員｡ 女性の社
会参画がしやすい環境について考えるこの事業は女性に限って考え進めるもので
はないと考え、女性でくくらない事業展開を進めている。
●県内の大学医学部歯科口腔外科の協力を得、女性歯科医師復職支援研修プロジェ
クトを開催した。
●出産・育児で就業が制限された女性会員に対して、1年間の会費免除制度
●会外に女性歯科医師会を設置する際、県歯より経済的支援、さらに年 1 回の研
修会開催の際は開催通知する等事務的な支援も行っている。
●会外にある女性歯科医師の会と連携し、県歯広報誌に女性歯科医の会のコーナー
「Women’s リレーエッセイ」を設け連載している。

図6 取り組み上、問題をかかえていれば、その具体的な内容はなにか

女性歯科医師の会員が少ない
役員・委員のなり手が少ない

会議に参加するのが困難・会議の時間が遅い
パワハラやアルコールハラスメントがある
若い会員・女性会員の意見を拾いきれない

子育て世代、介護世代の参加者が少ない

非会員の女性歯科医師の把握が難しい
男女共同の意味を理解していない

研修会など事業への参加者が少ない

託児やWEB利用等のサポートがない
託児所の利用者が少ない
研修会の予算が足りない

歯科医師会の会務・運営活動に理解がない
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図7 今後どのような取り組みが必要と考えるか

女性歯科医師の入会支援・促進・会費減免
新たな会員種別・特別会員枠の設置

家族会員の見直し・夫婦会員の優遇措置
出産・育児による会費減免

委員会等での女性の積極的登用
参画しやすい環境づくり

（研修会や会議等での託児所設置や開催時間）

女性歯科医師のネットワークづくり
女性歯科医師からの意見の拾い上げ

会外女性歯科医師の会との連携

他の都道府県歯女性歯科医師の会との連携
大学や医師会との連携

地区歯科医師会での声掛け
休業時の代診制度

女性歯科医師の会の立ち上げや認知・周知

育児・介護支援
就業・復職・診療復帰の支援システム

リフレッシュ研修会

地域医療連携における積極的な参画

医院承継マッチング

相談窓口の設置
歯科医師会に対する理解を深める

男女ともに意識改革が必要
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図8 今後必要な取り組みの具体的な意見

●女性が参画しにくい環境を明確にすることである。会議等の時間か、子供の預
け先か、男性中心の歯科医師会の雰囲気か。今後は開業しないで勤務医を続
ける歯科医師も増えることを見込み、勤務医のメリットを考えていく、また、
出産・育児の休職期間に対応できる雇用体系を雇用主に対して推奨したり、
そのような需要と供給のマッチングを考えていくことが必要。
●女性の社会参加に必要な「環境整備」には、男性の協力をもってしかるべき
という観点から、男性も「女性の社会参画がしやすい環境」について考える
機会（講演会・協議会・他啓発活動）が必要。
●政策や方針決定に参画する女性の割合が伸びないのは、根強く残っている男
性・女性の意識の問題にあると思われるので、「女性に頼んでも…」という男
性側の意識と、「私にはできません…」という女性の意識双方を根本的に改革
することが必要。

※図の数字の単位は都道府県歯
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